
 
仕様書 

 
 

 この仕様書は、「広島市立北部医療センター安佐市民病院上部内視鏡スコープ等賃貸借」につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 対象機器等 

名称 設置場所 

別表１のとおり 
広島市立北部医療センター安佐市民病院 

（広島市安佐北区亀山南一丁目２番１号） 

 

２ 賃貸借料金 

⑴ 賃借人は賃貸人に対して一月あたりの金額〇〇円（以下、賃貸借料金という）及びその消費

税相当額〇〇円（以下、これらを賃貸借料金等という）を別表２に定める履行期間の翌月末ま

でに支払うものとする。なお、賃貸借料金にはメンテナンスサービス料金を含むものとする。 

但し、賃貸借料金が本仕様書の他の条項の定めにより変更されたときは、賃借人は賃貸人に

対し変更後の賃貸借料金等を支払ものとする。 

⑵ 賃借人は賃貸人に対し、いかなる法律関係にもとづく債権もしくは履行請求権をもってし

ても、賃貸借料金等を支払わないこと又はその支払を遅延させることの理由とすることはで

きない。但し、天変地異等のやむを得ない事情がある場合には、別途、賃借人賃貸人間で協

議の上、合理的な対応を行うものとする。 

 

３ 貸与に関する留意事項 

⑴ 賃貸人は、使用済み機器を再使用して貸与する場合は、感染防止のため必要な消毒及び滅

菌等の処理をあらかじめ行った上で貸与すること。 

⑵ 物件の納入及び返還に係る費用その他業務を行うために必要な費用は賃貸人の負担とする。 

⑶ 賃貸人は、当該施設が公共医療機関施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないよう作

業に従事しなければならない。 

⑷ 業務を行う日時については、特に定める場合を除き、賃借人の依頼による日時とし、別途協議し

て定めるものとする。 

 

４ 支払い要件 

賃貸人は、別表２に定める各履行期間満了後、各々の提出期限までに、賃借人に対して、履

行確認書を実施報告書として提出し、確認を受けた後、賃貸借料金等の支払いを請求すること

ができる。 

 

５ 設定等 

 ⑴ セットアップについては、システムが稼働するよう、初期値の設定、マスタの設定等その

他必要な作業を行うこと。 

 ⑵ バックアップについては、画像記録用の内部メモリー内蔵の内視鏡用光源・プロセッサー

装置において、システムは内部メモリーに対して検査中の画像記録及び検査画像のネットワー

ク転送時のバックアップを行えること。また、内部メモリーの画像は、検査終了後に外部メモ

リーへのコピー、画像サーバへの際転送、デジタルプリンタへの際転送等が行えること。 



 

６ 保守作業等 

 ⑴ 保守対象機器について、保守作業及び保守作業により生じる部品の交換・修理等に係る費

用を本契約に含むものとする。 

 ⑵ 年１回以上、定期的に点検を実施し、その結果について賃借人に報告するものこと。 

 

７ 引き継ぎ業務 

賃貸人は、契約終了又は契約解除等により業務の賃貸人が変更になる場合、引継ぎ業務が円

滑に行われるよう、新たな賃貸予定者に対して賃借人が指定する期間、引継ぎを行わなければ

ならない。 

 

８ その他 

  この仕様書に定めのない事項、または疑義を生じたときは、必要に応じて賃借人と賃貸人が

協議して定めるものとする。 



別 表１（対象機器） 

品名 規格（型番） メーカー名 数量 

プロセッサー EP-8000 

富士フイルム(株) 

2台 

上部消化管用汎用スコープ EG-860R 1本 

上部消化管用細径スコープ EG-840TP 1本 

ダブルバルーン内視鏡システム DBESET 840TB 1本 

バルーンコントローラー PB-30 1台 

27型カラー液晶モニター EX2722-FJ 1台 

システムカート PC-002 2台 

送水装置 JW-3 2台 

送水タンク WT-604G 4個 

周辺機器接続ケーブル CC-PE01 2本 

機能拡張ユニット EX-1 1台 

動画静止画保存・ネットワークプログラム EW10-SC01 1台 

検出用上部内視鏡画像診断支援プログラム EW10-EG01 V2 1台 

検出鑑別用下部内視鏡画像診断支援プログラム EW10-EC02 V2 1台 

ディスプレイ分配器 VGA-DVSP2 2個 

ビデオスキャンコンバーター XPC-4 1個 

DVI-SDIコンバーター CWB-DVI-SDI 1個 

ケーブル類一式  1式 

EIZOオンサイト作業費  1式 

 

 

別 表２（履行期間・提出期限） 

年度 回数 履行期間 提出期限 

７ 

１ 
令和 7年 7月 1日から 

令和 7年 7月31日まで 
令和 7年 8月 8日まで 

２ 
令和 7年 8月 1日から 

令和 7年 8月31日まで 
令和 7年 9月10日まで 

３ 
令和 7年 9月 1日から 

令和 7年 9月30日まで 
令和 7年10月10日まで 

４ 
令和 7年10月 1日から 

令和 7年10月31日まで 
令和 7年11月10日まで 

５ 
令和 7年11月 1日から 

令和 7年11月30日まで 
令和 7年12月10日まで 

６ 
令和 7年12月 1日から 

令和 7年12月31日まで 
令和 8年 1月 9日まで 



７ 
令和 8年 1月 1日から 

令和 8年 1月31日まで 
令和 8年 2月10日まで 

８ 
令和 8年 2月 1日から 

令和 8年 2月28日まで 
令和 8年 3月10日まで 

９ 
令和 8年 3月 1日から 

令和 8年 3月31日まで 
令和 8年 3月31日まで 

８ 

１ 
令和 8年 4月 1日から 

令和 8年 4月30日まで 
令和 8年 5月 8日まで 

２ 
令和 8年 5月 1日から 

令和 8年 5月31日まで 
令和 8年 6月10日まで 

３ 
令和 8年 6月 1日から 

令和 8年 6月30日まで 
令和 8年 7月10日まで 

４ 
令和 8年 7月 1日から 

令和 8年 7月31日まで 
令和 8年 8月10日まで 

５ 
令和 8年 8月 1日から 

令和 8年 8月31日まで 
令和 8年 9月10日まで 

６ 
令和 8年 9月 1日から 

令和 8年 9月30日まで 
令和 8年10月 9日まで 

７ 
令和 8年10月 1日から 

令和 8年10月31日まで 
令和 8年11月10日まで 

８ 
令和 8年11月 1日から 

令和 8年11月30日まで 
令和 8年12月10日まで 

９ 
令和 8年12月 1日から 

令和 8年12月31日まで 
令和 9年 1月 8日まで 

１０ 
令和 9年 1月 1日から 

令和 9年 1月31日まで 
令和 9年 2月10日まで 

１１ 
令和 9年 2月 1日から 

令和 9年 2月28日まで 
令和 9年 3月10日まで 

１２ 
令和 9年 3月 1日から 

令和 9年 3月31日まで 
令和 9年 3月31日まで 

９ 

１ 
令和 9年 4月 1日から 

令和 9年 4月30日まで 
令和 9年 5月10日まで 

２ 
令和 9年 5月 1日から 

令和 9年 5月31日まで 
令和 9年 6月10日まで 

３ 
令和 9年 6月 1日から 

令和 9年 6月30日まで 
令和 9年 7月 9日まで 

４ 
令和 9年 7月 1日から 

令和 9年 7月31日まで 
令和 9年 8月10日まで 

５ 
令和 9年 8月 1日から 

令和 9年 8月31日まで 
令和 9年 9月10日まで 

６ 
令和 9年 9月 1日から 

令和 9年 9月30日まで 
令和 9年10月 8日まで 



７ 
令和 9年10月 1日から 

令和 9年10月31日まで 
令和 9年11月10日まで 

８ 
令和 9年11月 1日から 

令和 9年11月30日まで 
令和 9年12月10日まで 

９ 
令和 9年12月 1日から 

令和 9年12月31日まで 
令和10年 1月 7日まで 

１０ 
令和10年 1月 1日から 

令和10年 1月31日まで 
令和10年 2月10日まで 

１１ 
令和10年 2月 1日から 

令和10年 2月29日まで 
令和10年 3月10日まで 

１２ 
令和10年 3月 1日から 

令和10年 3月31日まで 
令和10年 3月31日まで 

１０ 

１ 
令和10年 4月 1日から 

令和10年 4月30日まで 
令和10年 5月10日まで 

２ 
令和10年 5月 1日から 

令和10年 5月31日まで 
令和10年 6月 9日まで 

３ 
令和10年 6月 1日から 

令和10年 6月30日まで 
令和10年 7月10日まで 

４ 
令和10年 7月 1日から 

令和10年 7月31日まで 
令和10年 8月10日まで 

５ 
令和10年 8月 1日から 

令和10年 8月31日まで 
令和10年 9月 8日まで 

６ 
令和10年 9月 1日から 

令和10年 9月30日まで 
令和10年10月10日まで 

７ 
令和10年10月 1日から 

令和10年10月31日まで 
令和10年11月10日まで 

８ 
令和10年11月 1日から 

令和10年11月30日まで 
令和10年12月 8日まで 

９ 
令和10年12月 1日から 

令和10年12月31日まで 
令和11年 1月10日まで 

１０ 
令和11年 1月 1日から 

令和11年 1月31日まで 
令和11年 2月 9日まで 

１１ 
令和11年 2月 1日から 

令和11年 2月28日まで 
令和11年 3月 9日まで 

１２ 
令和11年 3月 1日から 

令和11年 3月31日まで 
令和11年 3月30日まで 

１１ 

１ 
令和11年 4月 1日から 

令和11年 4月30日まで 
令和11年 5月10日まで 

２ 
令和11年 5月 1日から 

令和11年 5月31日まで 
令和11年 6月 8日まで 

３ 
令和11年 6月 1日から 

令和11年 6月30日まで 
令和11年 7月10日まで 



４ 
令和11年 7月 1日から 

令和11年 7月31日まで 
令和11年 8月10日まで 

５ 
令和11年 8月 1日から 

令和11年 8月31日まで 
令和11年 9月10日まで 

６ 
令和11年 9月 1日から 

令和11年 9月30日まで 
令和11年10月10日まで 

７ 
令和11年10月 1日から 

令和11年10月31日まで 
令和11年11月 9日まで 

８ 
令和11年11月 1日から 

令和11年11月30日まで 
令和11年12月10日まで 

９ 
令和11年12月 1日から 

令和11年12月31日まで 
令和12年 1月10日まで 

１０ 
令和12年 1月 1日から 

令和12年 1月31日まで 
令和12年 2月 8日まで 

１１ 
令和12年 2月 1日から 

令和12年 2月28日まで 
令和12年 3月 8日まで 

１２ 
令和12年 3月 1日から 

令和12年 3月31日まで 
令和12年 3月31日まで 

１２ 

１ 
令和12年 4月 1日から 

令和12年 4月30日まで 
令和12年 5月10日まで 

２ 
令和12年 5月 1日から 

令和12年 5月31日まで 
令和12年 6月10日まで 

３ 
令和12年 6月 1日から 

令和12年 6月30日まで 
令和12年 7月10日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

地方独立行政法人広島市立病院機構 理事長 殿 

（広島市立北部医療センター安佐市民病院） 

 

住  所                     

会 社 名                     

代表者名                   印 

 

履 行 確 認 書 
 

下記賃貸借の履行状況の確認をお願い致します。 

 

件   名  

広島市立北部医療センター安佐市民病院上部内視鏡スコープ等賃貸借 

 

対 象 機 器 

 

 

履 行 場 所 

広島市立北部医療センター安佐市民病院院内 

 

契 約 期 間 

令和  年  月  日 ～ 令和 年 月  日 

 

 

【履行内容】 

 

履 行 期 間 

令和  年  月  日 ～  令和  年  月  日 

 

履 行 内 容 

 

 

 

                                              

【病院確認】 

 賃貸借の履行を確認しました。（ 令和  年  月  日） 

 

発注確認  検査員    

      

 

 

 


